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　抗菌性物質は細菌による人の感染症を治療するために大
切な薬です。動物にも使われていて、畜産農家では治療のた
めの動物用医薬品、効率的な畜産物の生産のための飼料添
加物として使用されています。抗菌性物質の使用が適切でな
いと抗菌性物質が効かなくなった「薬剤耐性菌」が選択※1さ
れることがあります。家畜に薬剤耐性菌が存在すると、家畜
の感染症の治療を妨げます。それだけでなく、畜産物に付着
した薬剤耐性菌が人に感染症を起こし、抗菌性物質が効か
ずに治りにくくなるなど、人の健康に影響を与える可能性が
あります（図1）。食品安全委員会ではこの可能性とその程度
について、薬剤耐性菌のリスク評価を行っています。
　国際社会は、世界保健機関（WHO）が2015年に採択した
「薬剤耐性に関するグローバル・アクション・プラン」に基づい

て、精力的に薬剤耐性問題の解決に向けて努力しています。日
本政府も2016年に「薬剤耐性対策アクションプラン
2016-2020」を決定し、省庁の連携を強化して薬剤耐性問題
に取組んできました。食品安全委員会は食品安全を確保する
観点から、国内唯一の食品安全の評価機関として、2017年に
行動計画を作成し、リスク評価を着実に行ってきました。

　農林水産省は、家畜に抗菌性物質を使用することによっ
て選択される薬剤耐性菌について、食品安全委員会に評価
を要請します。それを受け、食品安全委員会は、薬剤耐性菌
が食品を介して人に伝播し感染した場合に、人の治療効果が
どれくらい低くなるかを評価します（図2）。評価結果をもと
に農林水産省は、生産者、獣医師に対して抗菌性物質を更に
適正に使用するよう指導します。

薬剤耐性菌のリスク評価を推進しています。
■家畜に使用する硫酸コリスチンに係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価（第２版）
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20200204000

　食品安全委員会は行動計画において、2017年3月時
点で農林水産省から要請を受けていた品目の評価を
2020年度までに完了することとしており、これまでに、
養殖魚を除き、全ての評価を終了しました（表1）。なお、
養殖魚に使用される抗菌性物質については、評価手法を
検討した後、評価を行います。
　また、農林水産省は、食品安全委員会の評価結果を受
け、2018年にバージニアマイシン及び硫酸コリスチン、
2019年にリン酸タイロシン及びテトラサイクリン系抗菌
性物質の飼料添加物としての指定を取り消しました。

　薬剤耐性菌に関する新しい科学的知見・情報は、日々
蓄積されています。2017年に実施した硫酸コリスチンの
評価においては、引き続き国内外の新たな科学的知見等
の収集を行い、必要に応じて再評価を実施することとし
ていました。その後、食品安全委員会で実施した研究事
業等により、耐性遺伝子の情報等が集まったことから、再
評価を行いました（2021年２月公表）。

　硫酸コリスチンは、大腸菌やサルモネラなどの細菌に
効く抗菌性物質です。一方で、腎機能障害を引き起こす
ため、医療現場では使用が中止されていました。しかし、
複数の抗菌性物質に対して耐性となった「多剤耐性グラ
ム陰性桿菌」による感染症が問題になったため、2015
年、このような感染症に対する最終の救済薬として、人へ
の使用が再開されました。
　また、硫酸コリスチンは1950年代から国内の家畜の

治療等のために使われていました。しかし、食品安全委員
会が2017年に行った評価結果を受けて、農林水産省は
2018年に飼料添加物として硫酸コリスチンを使用する
ことを禁止し、動物用医薬品として使用する場合は、第一
次選択薬が無効の場合の牛及び豚の細菌感染症の治療
に限定しました。

2020年の時点で、硫酸コリスチンは、動物用医薬品とし
て牛及び豚に使用されていたので、牛及び豚の畜産食品を
再評価の対象としました。また、硫酸コリスチンを家畜に使
用することで薬剤耐性菌が選択され、人が畜産食品を通じ
てその薬剤耐性菌に感染した場合に、人用コリスチンによ
る治療が難しくなると考えられる細菌（ハザード）を、大腸
菌とサルモネラとしました（ハザードの特定）。

　国内のコリスチン耐性の大腸菌とサルモネラ（以下「コ
リスチン耐性菌」という。）の割合（耐性率）は、2000年か
ら2017年にかけて大きな変動はありませんでした。しか
し、2018年からの使用制限によって、硫酸コリスチンの
使用量の減少が見込まれ、その結果、コリスチン耐性菌も
減少すると判断しました。さらに、耐性遺伝子をもってい
る大腸菌及びサルモネラの割合が低いこと、そして、耐性
遺伝子をもっている大腸菌は増える能力が低くなること
を確認しました（発生評価）。
　牛肉や豚肉からコリスチン耐性菌はほとんど検出され
ませんでした。また、牛又は豚の畜産食品が適切に加熱調
理される限り、人が畜産食品を通じて薬剤耐性菌を摂取
し感染する可能性は低いと考えました（ばく露評価）。
　人の感染症の治療において、コリスチンは、多剤耐性
大腸菌感染症の推奨薬とされ、重要な抗菌性物質の一つ
です。しかし、現在、国内ではコリスチンの使用が推奨さ
れる多剤耐性大腸菌感染症の報告が少ないことがわかり
ました。また、サルモネラ感染症に対してコリスチンの使
用は推奨されていません（影響評価）。
　これらのステップから、食品健康影響評価の結果、リス
クの程度は「低い」と結論づけました。

食品と薬剤耐性

食品安全委員会の行動計画と成果

図１ 薬剤耐性菌が食品を介して人に伝播する可能性と生じうる影響
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人に対して危害因子となる薬剤耐性菌（ハザード）の特定

図2 薬剤耐性菌の食品健康影響評価の流れ
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①～③の評価を総合的に考慮し、リスクの程度が
 「高度」「中等度」「低度」「無視できる程度」のいずれかを推定する。

①発生評価 ②ばく露評価 ③影響評価
家畜の体の中で、どのような
細菌がどれくらいの頻度で耐
性を獲得しているのかを評価

①で耐性を獲得した細菌に、食
品を介して人が感染する可能性
がどれくらいあるのかを評価

感染した人の治療が、耐性に
よってどれくらい困難になるの
かを評価


